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改正建設業法に関する説明会の開催について（周知依頼） 

 

平素は本会の活動に対しまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 

標記につきまして、国土交通省より別紙のとおり、全国 10 か所での対面説

明会及びオンラインでの説明会に係る開催案内がありました。 

今回の説明会では、特に「労務費に関する基準」に関する具体的な制度を中

心に、建設業者に取り組んでいただきたい内容が解説される内容となっており

ます。 

つきましては、貴会会員企業の皆さまへ周知賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 
以 上 

 
【添付資料】 
別紙 改正建設業法説明会チラシ  

【説明会参加申込 URL】 
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_
hh_000001_00328.html 
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